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論壇
�

は
じ
め
に

平
成
２４
年
度
税
制
改
正
に
お

い
て
、
給
与
所
得
に
お
け
る

「
特
定
支
出
控
除
制
度
」
が
改

正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
つ
い

て
は
、
平
成
２５
年
分
の
所
得
税

か
ら
適
用
さ
れ
る
。（
平
成
２４

年
度
改
正
附
則
５２
）

従
来
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て

は
、
そ
の
「
使
い
勝
手
の
悪

さ
」
か
ら
年
に
数
件
の
申
告
し

か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
現

実
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
消
す
る

た
め
の
改
正
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
当
に
「
使
い
勝
手
の
良

い
」
制
度
に
改
正
さ
れ
た
と
言

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
、

平
成
２４
年
９
月
１２
日
に
国
税
庁

よ
り
示
さ
れ
た
「
平
成
２５
年
分

以
後
の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
る

給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
の
控

除
の
特
例
の
概
要
等
に
つ
い
て

（
情
報
）
」（
以
下
、「
情
報
」
と

表
す
る
。
）（
＊
１
）
を
参
考
と

し
て
、
給
与
所
得
に
お
け
る
特

定
支
出
控
除
制
度
の
実
務
上
の

留
意
点
に
つ
い
て
整
理
し
、
検

討
す
る
。

�

特
定
支
出
控
除
制
度
の
改
正
の
趣

旨
・
内
容

１
�
改
正
の
趣
旨

改
正
前
の
特
定
支
出
控
除
制

度
に
お
い
て
は
、
給
与
所
得
控

除
金
額
が
高
く
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
と
、
特
定
支
出
控
除
の

対
象
と
な
る
支
出
の
範
囲
が
狭

い
こ
と
か
ら
、
確
定
申
告
に
お

け
る
適
用
件
数
も
僅
少
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
解
消
す
べ
く
、
平

成
２４
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
①
給
与
所
得
控
除
額
の
２

分
の
１
を
超
え
た
部
分
の
金
額

を
控
除
対
象
と
す
る
適
用
判
定

基
準
の
見
直
し
、
②
特
定
支
出

の
範
囲
拡
充
と
し
て
弁
護
士
等

の
資
格
取
得
費
と
勤
務
必
要
経

費
が
追
加
さ
れ
た
。（
＊
２
）

２
�
改
正
の
内
容

�
適
用
判
定
基
準
の
見
直
し

適
用
判
定
基
準
と
し
て
、
改

正
前
は
「
給
与
所
得
控
除
額
を

超
え
る
場
合
」
に
適
用
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
旧
所

法
５７
の
２
①
）
が
、
改
正
に
よ

り
、
次
の
金
額
を
超
え
る
場
合

に
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額

を
給
与
所
得
控
除
額
に
加
算
し

て
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。（
所
法
５７
の
２
①
）

①
そ
の
年
中
の
給
与
等
の
収
入

金
額
が
１
５
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
場
合
…
そ
の
年
中
の
給
与

所
得
控
除
額
の
２
分
の
１
に
相

当
す
る
金
額

②
そ
の
年
中
の
給
与
等
の
収
入

金
額
が
１
５
０
０
万
円
を
超
え

る
場
合
…
１
２
５
万
円

�
特
定
支
出
の
範
囲
の
拡
充

特
定
支
出
の
範
囲
と
し
て
、

「
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
税

理
士
、
弁
理
士
な
ど
の
資
格
取

得

費
」（
所

法
５７
の
２
②

四
）

と
「
図
書
費
・
衣
服
費
・
交
際

費
等
の
勤
務
必
要
経
費
」
が
加

わ
っ
た
。
た
だ
し
、「
図
書
費

・
衣
服
費
・
交
際
費
等
の
勤
務

必
要
経
費
」
に
つ
い
て
は
、
６５

万
円
ま
で
の
支
出
に
限
定
さ
れ

て
お
り
、
無
制
限
に
認
め
ら
れ

て
い
る
訳
で
は
な
い
。
な
お
、

給
与
支
払
者
の
証
明
が
必
要
で

あ

る
。（
所

法
５７
の
２
②

六
、

所
令
１
６
７
の
３
⑤
⑥
）

�

情
報
に
示
さ
れ
た
「
特
定
支
出
」

の
具
体
例

改
正
に
よ
り
新
た
に
「
特
定

支
出
」
に
加
わ
っ
た
「
資
格
取

得
費
」
と
「
勤
務
関
連
費
」
に

つ
い
て
、
情
報
に
示
さ
れ
た
具

体
例
を
こ
こ
で
整
理
す
る
。

１
�
資
格
取
得
費

資
格
取
得
費
に
つ
い
て
は
、

改
正
前
は
、
そ
の
資
格
を
有
す

る
者
に
限
り
特
定
の
業
務
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

る
「
弁
護
士
・
公
認
会
計
士
・

税
理
士
・
弁
理
士
な
ど
の
資
格

取
得
の
費
用
」
が
対
象
外
と
さ

れ
て
い
た
が
（
旧
所
法
５７
の
２

①
四
）
、
こ
れ
ら
の
資
格
取
得

費
が
特
定
支
出
と
し
て
加
わ
っ

た
。
情
報
に
拠
れ
ば
、「
法
科

大
学
院
に
係
る
支
出
」
は
、
司

法
試
験
の
受
験
資
格
を
得
る
た

め
の
支
出
な
の
で
、
資
格
取
得

費
に
該
当
す
る
。
一
方
、「
会

計
大
学
院
に
係
る
支
出
」「
税

法
や
会
計
学
に
関
す
る
研
究
に

よ
り
修
士
の
学
位
を
取
得
す
る

た
め
の
支
出
」
は
、
公
認
会
計

士
試
験
・
税
理
士
試
験
の
一
部

科
目
免
除
と
な
る
が
、
受
験
資

格
で
は
な
く
学
位
取
得
の
た
め

の
支
出
で
あ
る
の
で
該
当
し
な

い
。
な
お
、
結
果
と
し
て
資
格

の
取
得
が
出
来
な
か
っ
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
特
定
支
出
に
該

当
す
る
。

２
�
図
書
費

図
書
費
に
つ
い
て
は
、
適
用

を
受
け
る
者
の
職
務
の
遂
行
に

直
接
必
要
な
記
事
・
専
門
誌
で

あ
る
こ
と
が
原
則
と
な
る
。
新

聞
に
つ
い
て
は
、
一
般
日
刊

紙
、
ス
ポ
ー
ツ
紙
、
雑
誌
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
新
聞
の
記
事
の

内
容
が
適
用
を
受
け
る
者
の
職

務
の
遂
行
に
直
接
必
要
な
内
容

で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
。
記
事

内
容
の
該
当
性
に
つ
い
て
は
、

「
企
業
の
業
種
・
業
態
、
そ
の

方
の
職
務
内
容
等
」
か
ら
総
合

的
に
勘
案
す
る
。

３
�
衣
服
費

衣
服
費
に
つ
い
て
は
、「
背

広
等
の
勤
務
に
必
要
な
特
定
の

衣
服
」
が
該
当
す
る
が
、
原
則

と
し
て
、
そ
の
衣
服
の
着
用
の

義
務
が
社
内
規
定
に
お
い
て
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
仮
に
、
社
内
規
定
が
無

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
着
用
が

慣
行
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
「
背
広
」
の

場
合
、
勤
務
場
所
以
外
で
も
着

用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ

の
該
当
性
に
疑
問
を
持
つ
。
こ

の
点
に
つ
い
て
情
報
は
、「
出

勤
・
退
勤
の
途
上
や
他
用
で
着

用
す
る
場
合
が
あ
る
と
し
て

も
、
給
与
等
の
支
払
者
に
よ
り

勤
務
場
所
に
お
い
て
背
広
を
着

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
背
広
の
購
入
が
そ
の

方
の
職
務
の
遂
行
に
直
接
必
要

な
も
の
と
し
て
給
与
等
の
支
払

者
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も

の
」に
つ
い
て
も
特
定
支
出
に
該

当
す
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
適

用
範
囲
を
幅
広
く
認
め
て
い
る
。

４
�
交
際
費
等

交
際
費
等
に
つ
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
「
三
要
件
」
で
あ
る
①

「
接
待
等
の
相
手
方
」
が
給
与

支
払
者
の
得
意
先
・
仕
入
先
等

の
他
職
務
上
関
係
の
あ
る
者
で

あ
る
こ
と
、
②
「
支
出
の
目

的
」
が
そ
の
相
手
方
で
あ
る
者

と
の
間
の
親
睦
等
を
密
に
し
て

取
引
関
係
の
円
滑
化
を
図
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
③
「
支
出
の

基
因
と
な
る
行
為
の
形
態
」

が
、
接
待
等
に
類
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
を
満
た
す
支
出
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
職
場
に
お
け
る

同
僚
と
の
親
睦
会
や
同
僚
の
慶

弔
の
た
め
の
支
出
」
は
該
当
し

な
い
。

�

実
務
に
お
い
て
の
留
意
点
の
整
理

と
検
討

１
�
「
職
務
の
遂
行
に
直
接
必

要
」
の
要
件

そ
の
支
出
が
「
特
定
支
出
控

除
」
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
の
判
断
で
、
重
要
な
の
は

「
職
務
の
遂
行
に
直
接
必
要
な

支
出
で
あ
る
か
否
か
。
」
の
判

断
で
あ
る
。
こ
の
判
断
の
基
準

に
つ
い
て
は
、
適
用
を
受
け
る

者
の
職
種
・
業
務
形
態
等
か
ら

総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な

る
。
よ
り
具
体
的
な
基
準
で
あ

る
が
、
ひ
と
つ
の
基
準
と
し
て

は
、「
事
業
所
得
者
に
お
け
る

必
要
経
費
」
の
判
断
が
考
え
ら

れ

る
。
つ

ま

り
、「
仮

に
、
適

用
を
受
け
る
者
が
給
与
所
得
者

で
な
く
事
業
所
得
者
で
あ
る
場

合
、
そ
の
支
出
は
業
務
の
遂
行

上
、
必
要
な
支
出
で
あ
る
か
否

か
。
」
の
判
断
、
す
な
わ
ち
、「
必

要
経
費
で
あ
る
か
。
家
事
関
連

費
で
あ
る
か
。
」
の
判
断
基
準

が
妥
当
す
る
。（
＊
３
）

２
�
社
内
規
定
の
整
備
に
つ
い
て

衣
服
費
に
つ
い
て
は
、
職
務

の
遂
行
に
必
要
で
あ
る
か
否
か

の
点
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て

社
内
規
定
に
従
っ
て
の
支
出
で

あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
中
小
企
業
に
お

い
て
は
、
衣
服
に
つ
い
て
の
社

内
規
定
が
整
備
さ
れ
て
お
ら

ず
、
ス
ー
ツ
等
の
正
装
し
た
衣

服
の
着
用
は
、
業
種
に
よ
る

「
慣
例
」
や
社
員
の
個
人
的
判

断
に
委
ね
て
い
る
企
業
も
多
い

だ
ろ
う
。
情
報
は
、「
慣
例
に

よ
る
着
用
」
に
つ
い
て
も
認
め

る
余
地
を
示
し
て
い
る
が
、
よ

り
明
確
な
も
の
と
す
る
た
め
、

社
内
規
定
の
整
備
・
見
直
し
も

必
要
で
あ
る
。

３
�
給
与
支
払
者
と
し
て
の
証
明

給
与
支
払
者
と
し
て
は
、
そ

の
支
出
が
特
定
支
出
に
該
当
す

る
こ
と
に
つ
き
、
証
明
を
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
様
式
に
つ

い
て
は
、
個
別
通
達
（
直
所
３

‐
９
）
が
示
す
様
式
に
拠
る
こ

と
と
な
る
。（
＊
４
）
様
式
と

し
て
は
、「
給
与
支
払
者
へ
の

証
明
依
頼
書
」
と
い
う
様
式
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
特
定
支
出

の
該
当
性
の
判
断
は
、
第
一
次

的
に
は
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
給
与
受
給
者
に
お
い
て
判
断

す
る
。
し
か
し
、
給
与
支
払
者

と
し
て
証
明
す
る
以
上
、
そ
の

支
出
の
実
態
と
内
容
に
つ
い
て

は
、
必
ず
確
認
・
把
握
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

�

ま
と
め

今
回
の
改
正
は
、
平
成
２５
年

分
以
後
の
所
得
税
か
ら
適
用
さ

れ
る
。
し
か
し
、
今
回
加
わ
っ

た
「
図

書

費
」「
衣

服

費
」「
交

際
費
」
は
年
間
６５
万
円
に
制
限

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
果

と
し
て
給
与
所
得
控
除
内
で
収

ま
り
、
今
後
、
有
効
活
用
で
き

る
の
か
に
つ
い
て
の
疑
問
も
あ

る
。（
＊
５
）

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
ど
れ

程
の
数
の
給
与
所
得
者
が
申
告

適
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
興
味

を
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後

の
適
用
件
数
の
動
向
を
踏
ま

え
、
実
務
上
有
効
な
「
特
定
支

出
の
適
用
範
囲
・
金
額
」
に
つ

い
て
、
注
視
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
特
定
支
出
控
除
制

度
が
、
給
与
所
得
者
の
確
定
申

告
に
対
す
る
意
識
の
向
上
に
今

後
繋
が
る
こ
と
に
期
待
す
る
。

【
注
記
】

（
＊
１
）
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.n
ta.g

o.

jp
/sh
irab

eru
/zeih

o－
k
ai

sh
ak
u
/joh

o－
zeik

aish
ak

u
/sh
otok

u
/sh
in
k
ok
u
/12

0912/in
d
ex.h

tm

（
＊
２
）「
改
正
税
法
の
す
べ
て

（
平

成
２４
年

版
）
」
２
５
３
頁

日
本
税
務
協
会

平
成
２４
年

（
＊
３
）
谷
口
智
紀
「
勤
務
必
要

経
費
等
の
考
え
方
」
税
務
弘
報

第
６０
巻
８
号
１
１
２
頁

平
成

２４
年

（
＊
４
）
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.n
ta.g

o.

jp
/sh
irab

eru
/zeih

o－
k
ai

sh
ak
u
/tsu

tatsu
/k
ob
ets

u
/sh
otok

u
/sh
in
k
ok
u
/87

1222/01.h
tm

（
＊
５
）
飯
塚
美
幸
・
小
池
正
明

・
平
川
忠
雄
「
座
談
会
／
大
綱

・
法
案
か
ら
読
み
解
く
平
成
２４

年
度
税
制
改
正
の
着
目
点
」
税

理
第
５５
巻
３
号
１１
頁

平
成
２４
年

【
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考
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】

小
池
正
明
「
個
人
所
得
課
税
〜

給
与
所
得
控
除
・
退
職
所
得
課

税
」
税
理
第
５５
巻
３
号
２７
頁
平

成
２４
年

改
正
さ
れ
た「
特
定
支
出
控
除
制
度
」の
検
討

田口 渉
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